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１ 「京都・新自転車計画」の取組状況について



「京都・新自転車計画」（現行計画）の概要 2

平成２７年４月１日 ～ 令和３年３月３１日（６年間）

５つの「みえる化」

自転車
走行環境の
「みえる化」

ルール・
マナーの

「みえる化」

自転車
駐輪環境の
「みえる化」

■自転車安全教育の普及・啓発

○あらゆる階層に受講機会を設けた教育プロ

グラムの構築及び安全教育の実施

○自転車保険加入義務化 など

■駐輪場の整備や放置自転車の撤去

○ 駐輪場の整備

○ 駐輪場位置等の情報提供

○ 撤去区域の拡大 など

自転車
観光の

「みえる化」

自転車
関連施策の
「みえる化」

■観光分野での自転車の活用
○レンタサイクル事業者認定制度の創設

など

■関連分野との連携

○関連施策（健康・福祉・環境など）との
積極的な連携促進 など

１ 「京都・新自転車計画」の取組状況について

■自転車走行環境の整備

○京都市自転車走行環境整備ガイドラインの策定

○矢羽根を中心とした自転車走行環境整備 など

世界トップレベルの自転車共存都市の実現

計画期間

コンセプト
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主な取組状況① ～自転車走行環境～ 3
○ 「自転車走行環境ガイドライン」（H28策定）に基づき，都心部を中心に矢羽根マークを主とし
た整備を推進し，整備距離は141km（Ｒ1）に。整備した幹線道路での車道走行率が17ポイント
増加するなど，一定の効果がみられます。

整
備
箇
所
事
例

１ 「京都・新自転車計画」の取組状況について
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◆ 整備距離の推移

36ポイント
上昇17ポイント

上昇

幹線道路（箇所：河原町丸太町） 生活道路（箇所：室町学区）
◆ 車道左側走行の割合の推移

自転車政策推進室調査
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4主な取組状況② ～自転車走行環境～

○ 矢羽根マークの整備に加え，自転車利用者へのルール，マナー啓発看板の作成や，クルマの
ドライバー向けに自転車への思いやり運転に関する啓発を行っています。

ドライバー向けチラシの作成・配布

京都女子大学と連携した啓発看板（電柱幕）の作成

市内の
約２００
箇所に設置

ドライバー向け動画の作成

自動車教習所や
運転免許試験場
での講習で配布

ユーチューブ
で配信中

１ 「京都・新自転車計画」の取組状況について



主な取組状況③ ～ルール・マナー～ 5

受講対象 教室名 R1年度 R2年度（R2.11末）

子育て中の保護者向け パパママ自転車教室 252人（17回） 45人（4回）

幼児向け キックバイクを用いた子ども自転車教室 1,011人（38回） 672人（23回）

中学生・高校生向け 「見て分かる！」自転車安全教室 1,220人（4回） 180人（1回）

事故のリスク・社会的責任編 2,530人（10回） 1,430人（8回）

自動車学校教習生向け 自動車教習所を活用した
自転車安全利用講習

17,974人 14,845人

一般市民向け 2,786人 97人

高齢者向け 高齢者向け自転車安全教室 10人（1回） 5人（1回）

パパママ自転車教室

（子育て中の保護者対象）

「見て分かる！」自転車安全教室

（中学生・高校生対象）

○ 安全教育プログラム（H30）を作成し，幼児向けや，中学生への自転車教育を充実するなど，
世代別の自転車安全教育を強化しています。

○ 京都府警と連携し，自転車安全利用推進企業制
度を活用して，企業向けの研修を実施する※ほか，
推進企業に毎月啓発紙を送付しています。

１ 「京都・新自転車計画」の取組状況について

※ 令和2年度は，新型コロナ感染症拡大の影響により書面開催。

推進企業・
事業所の数は
１０６に！



主な取組状況④ ～ルール・マナー～ 6

○○ 自転車事故の被害者救済と加害者の経済的負担軽減のため，平成２８年度に自転車保険の加
入義務を条例化しました。保険加入率が26％（H２６）から86％（R２）に増加しています。

○ 自転車の安全な乗り方をいつでも楽しく
学べるサイクルセンターを令和３年春に開
設予定。開設に向けて，プレイベントを実
施しました。

令和元年度から２年度にかけ
て，休園前の大宮交通公園のほ
か，市内公園等でサイクルセン
タープレイベントを実施。

○ 自転車の基本的なルール等を分かりやすく
まとめた冊子を発行し，市内の幼稚園児，小
中学生，高校生全員に配布するほか，大学の
新入生向けガイダンスや企業研修等でも活用。

１ 「京都・新自転車計画」の取組状況について

（H26.7時点）
現計画策定前

（H28.6時点）
H29.3条例改正

（H30.1時点）
H29.10一部施行

（事業者等義務化）

（H30.11時点）
H30.4完全施行

（一般利用者義務化）

（R1.9時点）

◆ 自転車保険加入率

出典：市民アンケート（令和2年9月）
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主な取組状況⑤ ～自転車駐輪環境～
○ 駐輪場の整備箇所は，190箇所（H26）から251箇所（R1）に増加。

7１ 「京都・新自転車計画」の取組状況について

◆ 駐輪場整備箇所数及び整備台数

平置きスペース確保など，子
乗せ自転車等の多様な車種へ
の対応（収容台数減）
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駐輪場整備箇所数（左目盛） 駐輪場整備台数（右目盛）
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約32％増

市公式サイトでの駐輪場検索画面

○ 駐輪場の整備に当たっては，民間活力による整備誘
導に取り組むほか，商業施設等に対し規模に応じた駐
輪場の設置を義務付けるなど，取組を進めています。

○ ホームページによる情報発信等
の情報提供の充実を行い，駐輪場
の利用促進に取り組んでいます。

「京都市民間自転車等駐車場整
備助成金」を活用した整備

民間活力による整備誘導事例

歩道を活用した整備

助成金を活用した
整備箇所は

100箇所以上に
のぼります。

写真差替え

自転車政策推進室調査
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主な取組状況⑥ ～自転車駐輪環境～
○ 駐輪場整備と放置自転車撤去の両輪で駐輪環境の改善を推進した結果，放置自転車台数（１日
当たり）は，ピーク時の約２万５千台（Ｓ60）から115台（R2）に，撤去自転車台数は約８万
６千台（H22）から41,111台（R1）に減少しました。

8１ 「京都・新自転車計画」の取組状況について

◆ 放置自転車台数（１日当たり）の推移 ◆ 撤去自転車台数の推移
（台）

ピーク時から
▲24,485台，
200分の1
以下に減少

内閣府，国土交通省，自転車政策推進室調査

＊10～11月の晴天の平日，概ね午前11時時点において，市内各駅のうち1駅における放置自転車
台数が100台以上の駅を集計対象に放置台数を集計した値（国土交通省調査方法）
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41,111 

0
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ピーク時から
▲45,133台，
約52％減少

（台）

自転車政策推進室調査

放置自転車状況の変化（三条大橋西詰）

（平成25年度） （令和２年度）
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○ 自転車観光に関して，ルール，マナー等を観光客に対し啓発している優良なレンタサイクル事業
者の取組を支援するため，認定制度を創設。認定事業者は21事業者に（R2）。
○ 自転車観光のホームページを大幅にリニューアルし，寺社やグルメなどの京都観光の魅力を発信
（ルール，マナー等についても併せて発信）。

主な取組状況⑦ ～観光・関連施策～ １ 「京都・新自転車計画」の取組状況について

優良なレンタ
サイクル事業者を
認定しています

○ 自転車関連施策に関して，「健康長寿のまち京都いきいきポイント事業」と連携し，自転車を活
用した健康増進，交通安全意識の向上を図っています。

自転車利用や自転
車安全教室受講等
によるポイントの
取得ができます！

いきいきポイント手帳2020

認定ステッカー 京都自転車観光ガイド
（産業観光局観光MICE推進室）
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方針 項目 № 施策内容

３
自転車
駐輪環境

の
みえる化

自転車総合情報サ
イトの開設・運用

3-1 新たな自転車総合情報サイトの開設

既存駐輪場の運用
の改善

3-2 既存駐輪場の運用の改善

3-3 既存駐輪場の情報発信

市営駐輪場の有効
活用

3-4 市営駐輪場の有効活用の検討

短時間の放置自転
車への対応

3-5 短時間の放置自転車への対応の検討

撤去強化区域の拡
大

3-6 撤去強化区域の拡大

駐輪場の整備

3-7 行政による新たな駐輪場整備

3-8 公募事業者の道路占用などによる駐輪場整備

3-9 京都市民間自転車等駐車場整備助成金による整備

3-10 民間駐輪場誘致補助制度の導入

付置義務制度の見
直し

3-11 付置義務駐輪場の利用実態調査

3-12 付置義務制度の見直し

放置自転車及び駐
輪場の現状把握

3-13 放置自転車台数及び駐輪場の利用台数調査

４
自転車
観光の
みえる化

レンタサイクル研
究会の設置

4-1 レンタサイクル研究会の設置

4-2 社会実験の実施

わかりやすい走行
環境の整備

1-1 自転車走行環境の整備（再掲）

1-2 自転車走行環境整備ガイドラインの策定（再掲）

５
自転車
関連施策

の
みえる化

総合政策条例の制
定

5-1 総合政策条例の制定

自転車と触れ合え
る環境づくり

5-2 自転車と触れ合える環境づくりの検討

本市個別計画との
連携

5-3 本市の個別計画へ自転車政策の取込

方針 項目 № 施策内容

１
自転車
走行環境

の
みえる化

自転車走行環境の
整備

1-1 自転車走行環境の整備

1-2 自転車走行環境整備ガイドラインの策定

1-3 自転車走行実態調査の実施

左側通行の周知・
徹底

1-4 様々な媒体を活用した周知

1-5 各種イベントと連携した周知

1-6 大学生向けの周知

２
ルール・
マナーの
みえる化

継続したルール・
マナーの啓発

2-1
小学生・中学生への自転車の交通安全に関する教
育

2-2
警察等の協力による小学生への自転車交通安全教
室の実施

2-3
スケアード・ストレイト方式による自転車交通安
全教室の実施

2-4 ＴＳマークの普及・啓発

2-5 学生など若者世代を対象とした自転車マナー啓発

2-6 大学入学式での啓発パンフレットの配布

2-7 自動車教習所を活用した自転車講習の実施

2-8
子育てママ・パパのための自転車交通安全教室の
実施

2-9 街頭での啓発活動の実施

左側通行の周知・
徹底（再掲）

1-4 様々な媒体を活用した周知（再掲）

1-5 各種イベントと連携した周知（再掲）

1-6 大学生向けの周知（再掲）

新たな自転車安全
利用教育プログラ
ムの構築

2-10 新たな自転車安全利用教育プログラムの策定

2-11 課外授業での啓発の実施

2-12 京都サイクルパス制度（仮称）の創設

2-13 自転車安全教育の指導者の育成
京都市職員への
ルール・マナー周
知・徹底

2-14 京都市職員へのルール・マナーの周知・徹底

常設サイクルセン
ター(講習施設)の
設置

2-15 常設サイクルセンター（講習施設）の設置の検討

自転車安全利用推
進企業制度の創
設・充実

2-16 自転車安全利用推進企業制度の創設

2-17 自転車安全利用推進企業制度の充実

自転車向け保険加
入の義務化

2-18 自転車向け保険加入の義務化

５つの「みえる化」のもと全42の施策を実施済み・実施中
⇒参考資料「京都・新自転車計画 実施状況一覧」

１ 「京都・新自転車計画」の取組状況について「京都・新自転車計画」（現行計画）の施策一覧
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２ 次期京都市自転車総合計画の策定に向けて



京都市の自転車の現状① 12

○ 京都府内の自転車保有台数は約１５８万台であり，市内の自転車保有台数は約９２万台と推計さ
れています。
○ 自転車の主な利用車種は，シティサイクルが約６割と最も多くなっている一方，電動アシストの
保有が４分の１近くを占めています。

◆ 京都府内の自転車保有台数

出典：（一財）自転車産業振興協会資料

２ 次期京都市自転車総合計画の策定に向けて

シティサイクル

（ママチャリ）, 
55.5%

子乗せ自転車, 1.2%クロスバイク, 7.6%

ロードバイク, 4.7%

マウンテンバイク, 2.5%

折りたたみ自転車, 3.4%

電動アシスト（子乗せ自転車）, 6.7%

電動アシスト（スポーツタイプ）, 2.2%

電動アシスト（子乗せ・スポーツタイプ以外）, 15.3% その他 , 1.0%

◆ 自転車の主な利用車種

電動アシスト
約１／４

出典：市民アンケート（令和２年9月）

N＝595

1,567 
1,656 1,682 

1,576 

68,590 69,100 71,551 
67,616 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

0

500

1,000

1,500

2,000

平成15年 平成20年 平成25年 令和元年

京都府（左目盛） 全国（右目盛）

（千台）（千台）

※四捨五入等の関係で合計が１００％とならない場合があります。



徒歩, 
23.4%

自転車, 
21.5%

鉄道, 
21.4%

バス, 6.6%

自動車, 
22.3%

バイク, 
4.5%

京都市の自転車の現状② 13

○ 移動の代表的な交通手段に自転車を利用する割合は約２割であり，徒歩，鉄道，自動車と同程度
となっています。
○ 約６割の市民が自転車を利用しており，日常生活に欠かせない移動手段となっています。
○ 利用目的のうち約６割が買物などの日常生活，次いで約２割が通勤となっています。

※四捨五入等の関係で合計が１００％とならない場合があります。

２ 次期京都市自転車総合計画の策定に向けて

◆ 移動の交通手段に自転車を利用する割合

通勤, 24.4%

通学, 5.2%

仕事（業務）, 
3.4%

買い物などの日常生活, 
56.5%

子どもの送迎, 
2.0%

趣味（サイクリングなど）, 
6.1%

それ以外, 
2.5%

自転車を保

有し，利用

している, 
58.8%

自転車を保有していないが，仕事等で自

転車を利用している, 0.7%

自転車を保有している

が，利用していない, 
14.2%

自転車を保

有も利用も

していない, 
26.3%

◆ 自転車の保有と利用の割合

出典：市民アンケート（令和２年9月）

◆ 自転車の主な利用目的

出典：市民アンケート（令和２年9月）

N＝595N＝1000

歩くまち京都推進室調べ（令和元年10月）
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京都市の自転車の現状③
○ 京都市の自転車事故の減少率が全国の減少率を上回っています。
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（件）

[軽傷] 1箇月未満の治療を要する傷害 [重傷] 1箇月以上の治療を要する傷害

（件）

２ 次期京都市自転車総合計画の策定に向けて

◆ 自転車事故件数及び対平成16年（市，全国のピーク）の推移 ◆ 自転車事故の重軽傷別件数

◆ 京都市内の自転車関連事故の道路形状割合（R1） ◆ 事故相手別自転車の第１当事者と第２当事者の割合 （H27～R1）

○ 自転車事故の約７割は交差点で発生しています。また，対自動車では自転車が第1当事者とな
る割合は１割弱ですが，対歩行者ではほとんどの場合，自転車が第１当事者となっています。

京都府警察提供資料より
京都市作成

交差点その他

(信号なし)

41.4%

交差点その他

(信号あり)

27.8%

単路 その他

(信号なし)

20.6%

交差点付近その他

(信号なし)

6.7%

交差点付近その他

(信号あり)

1.5%

単路 カーブ・屈折

(信号なし)

0.5%

一般交通の場所

(信号なし)

1.3%

単路 橋

(信号なし)

0.1%

単路 その他

(信号あり)

0.1%

約７割

9%

33%

26%

50%

97%

17%

19%

91%

67%

74%

50%

3%

83%

81%

自動車類

自二車

原付車

自転車

歩行者

その他

合計

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第１当事者 第２当事者

１割弱

約３割

約２割

2,467 2,815 2,287

1,577

781

0.27

0.43

0

1,000

2,000

3,000

0.2

0.6

1

H11年 H16年 H21年 H26年 R1年
市自転車事故件数（左目盛）

市 対H16増減率（右目盛）

全国 対H16増減率（右目盛）

ピークの
H16年から
▲2,034件，
約72％減少
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自転車活用推進計画

平成29年５月に，環境負荷の低減や災害時，健康増進等における自転車の活用の推進を定めた自転車活用推
進法を施行。

国の動き

平成30年６月に，自転車活用推進法の理念を踏まえ，自転車の活用の総合的・計画的な推進を図るため，自
転車活用推進計画を策定。

自転車活用推進法

同法の基本理念にのっとり，
自転車活用を総合的かつ計画的に推進

基本理念（要旨）

① 自転車の活用の推進は，自転車による交通が二酸化炭素等を発生しないこと，災害時において機動的であること等
の特性を有し，公共の利益の増進に資するものであるという基本的認識の下に行わなければならない。

② 自転車の活用の推進は，自転車の利用増進及び自動車依存の低減が，国民の健康増進・交通混雑の緩和等による経
済的社会的効果を及ぼす等公共の利益の増進に資するものであるという基本的認識の下に行わなければならない。

③ 自転車の活用の推進は，交通体系における自転車による交通の役割の拡大を旨として行わなければならない。

④ 自転車の活用の推進は，交通安全の確保を図りつつ，行わなければならない。

目標１
自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の
形成

目標３
サイクルツーリズムの推進による観光立国の

実現

走行環境整備，駐輪場整備の促進，
シェアサイクルの普及促進 等

走行環境整備や受入環境整備等によるサイクリング環
境の創出 等

目標２
サイクルスポーツの振興等による活力ある健康
長寿社会の実現

目標４ 自転車事故のない安全で安心な社会の実現

サイクルスポーツの振興，
自転車を利用した健康づくりの広報啓発 等

交通安全教室開催等の推進，
災害時における自転車活用の推進 等

２ 次期京都市自転車総合計画の策定に向けて



16次期計画に向けて

③健康と福祉
⑪住み続けられるまちづくり
⑬気候変動への対策 など

ＳＤＧs

人と公共交通優先のまちづくり

歩くまち・京都

これまで

次期計画

脱炭素社会

地球温暖化対策

くらしに欠かせない生活文化

文化

明治初期以来，自転車はくらしに欠かせない生活文化として根付いている。
※通勤・通学の交通手段に自転車を利用する割合：23.4％（政令市2位）
（H22国勢調査）

現計画

駐輪場整備・
放置自転車対策

安心安全施策
（ルール，マナー教育
と走行環境整備）

自転車活用推進法

国・自転車活用推進計画

自転車の活用を規定

課題への対応

ウィズコロナ・ポストコロナ，
観光と市民生活の調和，少子
化・長寿化，健康増進，公共交
通との連携，地球温暖化対策 等

快適で安心安全なまち
支え合い，助け合うまち
災害に強いまち など

レジリエンス

・安心安全な自転車利用環境の確保，交通事故の減少，公共交通と連携した移動利便性の向上を図ることで，「健康と福祉」
「快適で安心安全なまちづくり」など，ＳＤＧｓやレジリエントシティの実現に貢献する。

・環境にやさしく，身近な交通手段として根付いている自転車の利用環境の向上により，持続可能な社会を目指す「歩くまち
・京都」，「脱炭素社会」の実現に貢献する。

・自転車の活用により，ウィズコロナ・ポストコロナにおける新しい生活スタイルの実践に貢献する。

新しい生活スタイルの実践

ウィズコロナ・ポストコロナ

２ 次期京都市自転車総合計画の策定に向けて



～Ｈ26
(2014)

Ｈ２７
(2015)

Ｈ２８
(2016)

Ｈ２９
(2017

Ｈ３０
(2018)

Ｒ１
(2019)

Ｒ２
(2020)

Ｒ３
(2021)

Ｒ４
(2022)

Ｒ５
(2023)

Ｒ６
(2024)

Ｒ７
(2025)

次期計画の計画期間

国

本
市
（
上
位
計
画
）

京都市基本計画 はばたけ未来！京（みやこ）プラン第２期

H２３年度～Ｒ２年度

「歩くまち・京都」総合交通戦略
H２２年１月～Ｒ２年度

自転車活用推進計画
Ｈ３０年６月～Ｒ２年度
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次期京都市基本計画
Ｒ３年度～Ｒ７年 Ｒ３年３月策定予定

「歩くまち・京都」総合交通戦略（改定版）
Ｒ３年度～ Ｒ３年度中盤改定予定

次期京都市自転車総合計画
Ｒ３年度～Ｒ７年

（次期京都市基本計画と同じ計画期間）

Ｒ３年９月頃策定予定

次期自転車活用推進計画
Ｒ３～Ｒ７年度 Ｒ３年４～５月策定予定

本
市
自
転
車
計
画

次期京都市基本計画，「歩くまち・京都」総合
交通戦略（改定版）及び国の次期自転車活用推
進計画の計画期間及び内容を踏まえて策定

改訂京都市自転車総合計画
Ｈ２２年度～

京都・新自転車計画
Ｈ２７年度～Ｒ２年度

京都市基本
計画及び国
の自転車活
用推進計画
に合わせて，
計画期間を
１年延伸

２ 次期京都市自転車総合計画の策定に向けて
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３ 今後のスケジュール



19次期計画策定のスケジュール案

令和２年度

令和３年１月２５日 第１回 自転車政策審議会（諮問，計画策定に向けて等）

令和３年３月２３日 第２回 自転車政策審議会（次期計画の方向性）

令和３年度

令和３年４～５月頃 第３回 自転車政策審議会（次期計画の骨子案）

令和３年６～７月頃 パブリックコメント

令和３年８月頃 第４回 自転車政策審議会（答申案）

令和３年９月頃 答申，策定

３ 今後のスケジュール


